
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
八
年
度
採
用
試
験
問
題 

 

【
憲
法
】 

  
 

徹
底
し
た
行
政
改
革
を
掲
げ
て
当
選
し
た
Ａ
市
の
甲
市
長
は
、
就
任
早
々
、
Ａ
市
議
会
や
Ａ
市
職
員
組
合
と
対
立
を
繰
り
返

し
、
そ
の
動
静
は
常
に
マ
ス
コ
ミ
の
注
目
の
的
と
な
っ
て
い
た
。
放
送
事
業
者
乙
（
い
わ
ゆ
る
「
民
放
キ
ー
局
」
で
あ
り
、
放

送
法
上
の
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
当
た
る
。
）
は
、
そ
の
放
送
番
組
で
、
甲
市
長
の
記
者
会
見
や
住
民
と
の
市
政
懇
談
会
に
お

け
る
言
動
並
び
に
甲
市
長
の
大
学
時
代
の
友
人
及
び
甲
市
長
の
家
族
を
知
る
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
事
前
に
収
め
た
録

画
を
紹
介
し
た
後
、
当
該
録
画
を
見
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
一
名
と
ゲ
ス
ト
数
名
が
感
想
や
意
見
を
述
べ
、
甲
市
長
の
政
策
に
関
す

る
議
論
を
行
う
模
様
を
放
送
し
た
。
こ
の
と
き
ゲ
ス
ト
の
一
人
で
あ
っ
た
精
神
科
医
で
政
治
評
論
家
の
丙
は
、「
本
人
の
言
動
や

友
人
知
人
の
証
言
の
内
容
な
ど
に
、
専
門
的
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
基
準
を
当
て
は
め
れ
ば
、
甲
市
長
は
境
界
性
人
格
障
害
に

当
た
る
と
診
断
で
き
ま
す
」
と
発
言
し
た
。 

 

当
該
番
組
の
放
送
の
一
月
後
、
甲
市
長
は
、
こ
の
放
送
に
関
し
、「
甲
が
人
格
障
害
を
患
っ
て
い
る
」
と
い
う
真
実
で
な
い
事

項
の
放
送
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
、
乙
に
対
し
て
民
法
に
基
づ
く
慰
謝
料
等
の
支
払
を

し
、
及
び
同
法
に
基
づ
く
名
誉
の
回
復
の
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
並
び
に
放
送
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
訂
正
放

送
を
す
る
こ
と
を
求
め
、
丙
に
対
し
て
民
法
に
基
づ
く
慰
謝
料
等
の
支
払
を
求
め
た
。 

 

甲
の
右
各
請
求
に
つ
い
て
、
刑
事
上
及
び
民
事
上
の
論
点
を
踏
ま
え
て
、
主
と
し
て
憲
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
論
じ
な
さ
い
。



そ
の
際
、
前
記
設
例
で
、
仮
に
、
乙
が
出
版
社
で
あ
り
、
乙
の
出
版
す
る
雑
誌
に
丙
が
同
内
容
の
記
事
を
寄
稿
し
た
と
し
た
場

合
と
比
較
し
て
論
じ
な
さ
い
。 

 

◎
参
照
条
文
（
抜
粋
） 

○
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
従
つ
て
、
放
送
を
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
規
律
し
、
そ
の
健
全
な
発

達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

一 

放
送
が
国
民
に
最
大
限
に
普
及
さ
れ
て
、
そ
の
効
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
。 

 

二 

放
送
の
不
偏
不
党
、
真
実
及
び
自
律
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

三 

放
送
に
携
わ
る
者
の
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
が
健
全
な
民
主
主
義
の
発
達
に
資
す
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

「
基
幹
放
送
」
と
は
、
電
波
法 

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
放
送
を
す
る
無
線
局
に
専
ら

又
は
優
先
的
に
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
放
送
を
い
う
。 



三
～
二
十
二 

（
略
） 

二
十
三 

「
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。 

二
十
三
～
三
十
二 

（
略
） 

 

（
放
送
番
組
編
集
の
自
由
） 

第
三
条 

放
送
番
組
は
、
法
律
に
定
め
る
権
限
に
基
づ
く
場
合
で
な
け
れ
ば
、
何
人
か
ら
も
干
渉
さ
れ
、
又
は
規
律
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
。 

 

（
訂
正
放
送
等
） 

第
九
条 

放
送
事
業
者
が
真
実
で
な
い
事
項
の
放
送
を
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
つ
て
、
そ
の
放
送
に
よ
り
権
利
の
侵
害
を
受
け

た
本
人
又
は
そ
の
直
接
関
係
人
か
ら
、
放
送
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
放
送
事
業
者
は
、

遅
滞
な
く
そ
の
放
送
を
し
た
事
項
が
真
実
で
な
い
か
ど
う
か
を
調
査
し
て
、
そ
の
真
実
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、

判
明
し
た
日
か
ら
二
日
以
内
に
、
そ
の
放
送
を
し
た
放
送
設
備
と
同
等
の
放
送
設
備
に
よ
り
、
相
当
の
方
法
で
、
訂
正
又
は

取
消
し
の
放
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

放
送
事
業
者
が
そ
の
放
送
に
つ
い
て
真
実
で
な
い
事
項
を
発
見
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。 

（
認
定
） 

 

第
九
十
三
条 

基
幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
（
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
特
定
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地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
を
除
く
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 

一 
当
該
業
務
に
用
い
ら
れ
る
基
幹
放
送
局
設
備
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。  

二 

当
該
業
務
を
維
持
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。 

 

 

三 

当
該
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
基
幹
放
送
局
設
備
を
除
く
。
以
下
「
基
幹
放
送
設
備
」
と
い
う
。
）
が
第
百

十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

 

四 

当
該
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
業
務
に
係
る
放
送
の
種
類
、

放
送
対
象
地
域
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
し
て
基
幹
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
者
に
よ
つ
て
享
有
さ

れ
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

基
幹
放
送
事
業
者 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者 

 
 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者 

 

五 

そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適

切
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 


